
DF企業ガバナンス部会第１２期第５回研修会
「最近の社外取締役・監査役の実務課題」
－ーこの１年のまとめと今後への対応－ー

開催日時：平成２９年２月１４日（火）午後３時～５時
場　　所：学士会館２０３号室
テ － マ ：「最近の社外取締役・監査役の実務課題」

－ーこの１年のまとめと今後への対応－ー
講　　師：杉田　純氏　

公認会計士 三優監査法人 統括代表社員

【要旨】

I. 構造改革への課題

1. インダストリ－４.０
（第４次産業革命、IoT－ーモノのインターネット－ーを駆使した製造業の変革）
•製造業ではＩＴで顧客と繋がることで個別大量生産が可能となり、また顧客毎
の好みにあった製品、サービスを最適なタイミングで供給できることから競争
力強化や雇用創出につながることが期待される。

•先行するドイツでは、人口減少と労働時間の短縮による労働投入量の減少を、
IoTによる製造業の生産性引き上げでカバ－しており、年率２％の潜在成長率
（日本は長らく１％）を維持している。日本も漸くその必要性を認識し取組み
を始めた。労基法改正で労働時間の短縮は必至であり、政府の後押しする「構
造改革」と「働き方改革」の推進で生産性を高めていく必要がある。

•大手メ－カ－においては、大量生産・販売や製品の機能で勝負する時代は終わ
り、製品販売後に「利用者へのサービスを通じて収益を稼ぐ」ビジネスモデル
への転換を求められる。
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今回は、産業構造の激変・働き方改革の実行と促進・ＣＧコ－ド（コ－
ポレ－トガバナンス・コ－ド）適用の厳格化など企業にとっての喫緊の
諸課題への対応につき、杉田先生より分かりやすく説明いただいた。杉
田先生の講演は今回で第８回目となる。



2. フィンテック（ＩＴによる金融分野の革新技術）
•一例として、米国では決済、送金、不正監視、口座管理など新しいサービスが
続々と登場、金融機関の業務を少しずつ人工知能（ＡＩ）が代替し始めてお
り、将来銀行やその店舗また現場での人がいらなくなる時代が到来するかも知
れない。

3. サイバ－セキュリティ
•ＩＴ、ＡＩ進展によりサイバ－攻撃が多発しており、企業は「サイバ－セキュ
リティ経営ガイドライン（補足資料１.）」にに沿い防御体制の構築と整備に努
める必要が出て来た。

II. 働き方改革と労務コンプライアンス

1. 労働基準関連法の改正の動向とその対応
１）「同一労働同一賃金」のガイドライン（指針）案（平成２８年１２月２０日、

厚生労働省）
（１）本給：職業経験や能力、業績・成果、勤続年数などの要素の基準を設け、

夫々要素で働き方を評価する。
（２）賞与：同じ貢献をすれば正規、非正規に拘わらず同額を支払う。貢献度合

いに違いがあれば相違に応じて支払う。
（３）手当など：通勤費、出張手当、慶弔休暇、食堂利用など福利厚生は同一。

等々。政府はこれらの実効性を担保するため、「労働契約法」、「パ－ト
タイム労働法」、「労働派遣法」の改正を行う予定。補足資料２.でポイン
トの詳しい説明あり。

２）多くの企業で見られる就業規則改正への対応準備
「同一労働同一賃金」への対応に加え、有期契約労働者の無期契約への転換
（２０１８年）、「改正男女雇用機会均等法」（２０１７年１月施行）により
妊娠、出産などによる差別的扱い＝マタニティハラスメントへの対応が求めら
れる。

３）法改正を見据えた就業規則見直しのポイント

•パ－トや契約社員（有期労働者）の現状把握と契約更新の検討・無期転換時の
適用規定の改定・正社員就業規則の改正

•マタニティハラスメント対策追加
2. 労働基準監督署（労基署）の長時間労働の事業所への監督指導の強化
１）背景とリスク
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近年労基署の重点タ－ゲットはホワイトカラ－の職場へ変わった。昨年の電通
事件はトップが辞任し社会問題化したことからも明らかのように、経営にとり
労務問題は、大きなリスクファクタ－の一つである。
重点課題は過労死の主因である「長時間労働」の撲滅。長時間労働に依存した
ビジネスモデルは崩壊するリスクに曝されている。

２）現在の国会審議（２０１７年２月初頭）

•残業時間を月６０時間とする。繁忙月は１ヶ月のみ１００時間、但し前後２ヶ
月の８０時間制限、また年間で月平均６０時間を越えないよう義務付けられる
ほか、３６協定特別条項にも月６０時間制限を設ける。全業種対象で違反企業
には罰則が課される。

３）経営者の懸念
多くの経営者は長時間労働の撲滅には同意する一方、人手不足→業務の停滞→
収益の悪化、社員にとり現行の残業代が実質生活給の一部化となっている現
状、当該課題への対応等で人件費が増加し収益が低迷する懸念をもっている。
打開策としては労働生産性の向上とのセットで進めていくこと必要がある。

４）企画業務型労働制下における長時間労働に対する先進企業の施策（本編Ｐ.７
（４）で８項目の具体策が紹介されている）

3. 厚生労働省の周知事例
１）厚生労働省「働き方・休み方改善ハンドバック」で業種別の取組状況を企業名

をあげて紹介。（本編Ｐ．８）
２）厚生労働省「働き方改革取組事例（２１０件）」より労務コンプライアンス強

化と業務効率化を両立させていると見られる事例として３社を紹介。（本編
Ｐ.９）

３）労務コンプライアンスで話題となっている企業として３社を紹介。（本編Ｐ.
１０）

4. サ－ビス残業は何故放置されてきたのか
少子化・高齢化の局面下で、社員の意識変化（モチベ－ションの低下、コミュ
ニケ－ションの拙さ等）、会社と組織の変化（間接部門の弱体化、誤った成果
主義の横行等）、社会の変化（若年層の減少、雇用供給の減少等）等について
経営側に認識不足ががあったことが原因と見られる。

5. サ－ビス残業を不正報告と捉えるどうなるのか
不正の三角形＝動機・機会・正当化の理論を応用した原因分析と想定結果につ
いての見解の紹介。（本編Ｐ．１１）
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6. 監査役として労務問題をどう捉えるのか
•労務コンプライアンスの論点を「法令順守」と「経営リスク」で捉える。「法
令順守」面では労務対策や新労働制度への対応、また「経営リスク」面では労
働諸規制の法令順守と、平時の管理体制の強化と危機発生時への備えという経
営の在り方が問われる。

•労務問題の監査テ－マ組織的対応、整備状況、人材採用の状況、自身による労
務面の風評把握、内部通報、研修体制、信賞必罰意識と実践の取組状況等。

7. 営業やサ－ビスの現場でおきている現象
•若年層雇用獲得の深刻化・多店舗展開の飲食店の２４時間営業の見直し等

III. コ－ポレ－ト・ガバナンスコ－ド（ＣＧコ－ド）と監査役

1. ２０１６年末の対応状況（東証の全上場会社の集計結果－２０１６年１
２月末現在）
•全上場会社３、５１４社中開示会社は３、５１２社。（ＪＡＳＤＡＱ２社が未
了）

•本則（１部・２部）２、５３０社の内７３原則のフルコンプライは約２割の５
０４社

•本則で７３原則中９割以上を実施した会社は２，１４３社（約８５％）
１）適用２年目となり、ＣＧコ－ドは着実に浸透しつつあるが実質的にコンプライ

しているか疑問がある。
２）一例として、７３原則達成率の高さについては、ＣＧコ－ドの先駆者で運用歴

の長い英国含む欧州各国でさえ７０％内外で彼らからは大いに疑問視されてお
り、本当にコンプライいるか検証する必要がある。

３）説明率の高い原則の内、補充原則４－１１③「取締役会の実効性に関する分
析・評価及びその結果報告」の中の取締役会の評価について、ニュ－ヨ－ク証
券取引所は外部評価を強制しているが、日本では取締役会による内部評価にと
どまっている
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４）その他説明率の高い原則としては、独立社外取締役に関する事項が多いが、そ
こから読み取れることは、日本版ＣＧコ－ドの成功の鍵は、優秀な社外取締役
をより多く起用し彼らに目一杯能力を発揮してもらうことにある。

５）総じてＣＧコ－ドは欧米型で従来の日本型経営システムには馴染みにくい点が
あることは否めないが、グロ－バル経営のため時間をかけて定着をはかってい
くことになろう。

2. ２０１６年にＣＧコ－ドの実践上の論点となっているテ－マ
１）実践的傾向が進む

•２０１６年はコ－ド制定２年目ということもあり「制度の実践をどのように進
めるか」という実践的組織課題のほか、開示面で型にはまらず投資家に訴求内
容などガバナンス報告書の多様化が見られた。
補足資料３.ＣＧコ－ドより「第四取締役会の責務」（意訳）
補足資料４.取締役会向自己評価質問票（例）
補足資料５.会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けた取締役会の
あり方（案）

２）企業リスクへの関心が強まる
近年発生している企業不祥事に鑑み、ＣＧコ－ドの本来の趣旨である「中長期
的な企業価値の向上」のテ－マとは別に経営リスクへの取組をガバナンス体制
のあり方に反映するケ－スの増加が見られた。

３）グル－プ企業のガバナンスの取組み

•企業グル－プ経営の深化、グル－プ業績の向上、子会社等の不祥事に鑑み、上
場会社等一部等で「企業グル－プのガバナンスの在り方」が話題となってお
り、実践段階にある企業も見られる。

•上記１）～３）を通じて、取締役会の実効性の分析・評価及び監査役の在り方
は共通テ－マであり、各企業内で検討されていると思われる。補足資料６.「グ
ル－プ・ガバナンス方針書の事例」

3. ＣＧコ－ドと監査役としての視点
「コ－ポレ－トガバナンス・コ－ド（第４章）の開示傾向と監査役としての視
点（日本監査役協会）」（補足資料７.）では、特に基本原則「第四取締役会等
の責務」に焦点をあてガバナンスの当事者である監査役としての視点を提示。

１）原則４－４．監査役と社外取締役の連携

•常勤監査役からの情報提供が監査役会等を通じて定期的になされる社外監査役
と比べると、社外取締役への情報提供体制は弱いと考えられる。監査役は必要
に応じ執行側に同体制の改善を促すとともに、お互いの機能の違いを理解しつ
つ監査役からの情報提供も含めた連携の在り方を検討すべきである。
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２）原則４－１１．取締役会・監査役会の実効性の確保

•監査役監査基準（日本監査役協会）第１０条を参考に、監査役の選任同意や監
査役候補者の選定に関与するに際しては、自社に適した監査役会の構成を念頭
に判断すべきである。

•取締役・監査役の兼任状況の合理性を検証すべきである。
３）原則４－１２．審議の活性化と４－１３．情報入手

•取締役会の審議活性化のための積極的発言
•各監査役が必要情報を入手できる体制か、監査役職務遂行上の費用請求に制約
がないか、内部監査部門の監査内容が監査役に報告される体制となっているか
否かの確認

４）４－１４．取締役・監査役のトレ－ニング

•監査役監査基準第３条を参考とした積極的自己研鑽と必要費用の請求
•社外役員に対する会社事業内容、組織体制、事業環境などの情報提供と事業
所・工場への訪問、取締役会以外の重要な社内会議等への出席、また社外監査
役の常勤監査役往査への同行などは本原則の趣旨に沿ったトレ－ニングであ
る。

５）その他補充原則３－２①、②

•監査役会による外部会計監査人の選定・評価基準の策定、独立性・専門性の確
認と外部監査人との十分な連携の確保

•監査役は本補充原則の当事者として自ら対応する必要がある。

IV.２０１６年の経営リスク

1. 会計不祥事（東京商工リサ－チ発表）‥‥ 詳細はＰ.１７に記載。不適切会
計開示企業数は累増。

2. コンプライアンス倒産（帝国デ－タバンク発表）‥‥ 詳細は本編Ｐ.１８に
記載。２０１５年は２８９件で激増。

3. 会社と大株主等との経営方針対立‥‥ 詳細は本編Ｐ.１９に記載。

4. Ｍ＆Ａと経営リスク‥‥ 詳細は本編Ｐ.１９－２０に記載。法務・財務・事業
性等各種事前調査の重要性（特に事業性評価）。

V. ＩＦＲＳ（国際会計基準）‥‥ 花王（株）のＩＦＲＳ適用状況。
•年次決算としては２０１６年１２月３１日期より適用
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•２０１５年１月１日現在の総資産額は日本基準１兆１、９８２億円に対し、Ｉ
ＦＲＳでは表示組替、連結範囲、認識・測定の差異により１兆２、２６６億円
となった

•２０１５年１２月３１日期の日本基準当期純利益９８９億円に対し、ＩＦＲＳ
当期利益（親会社持分）は１、０５１億円で、その差異の大半がのれんの償却
に係るもの。（ＩＦＲＳではのれんの定期償却を認識しない）。

•２０１７年１２月期より、収益認識の新基準であるＩＦＲＳ１５号の先行適用
を予定。この適用で、花王はこれまで計上していた支払手数料約４００億円に
つき売上・費用の計上を行わず、同額分の売上と費用が減少する。

•なお同１５号は財またはサ－ビスに係るものであり、リ－ス取引、保険契約、
デリバティブ取引には適用されない。

VI.監査役・会計監査役の状況

1. 監査役と会計監査人との連携等
「会計不正防止における監査役等監査の提言－三様監査における連携の在り方
を中心に－」（２０１６年１１月２４日、日本監査役協会、補足資料１０.）に
よる提言への杉田先生の解説。

１）監査役等（監査役・監査委員・監査等委員）の選任・構成等
（１）社外人材の意義

•社内監査役等は執行側との馴れ合いや在籍中の立場によっては監査対象の事象
と関わりがあることの懸念がある。特に、社内監査役等が議長（委員長）であ
る場合は、かかる懸念払拭のために独立社外監査役等より監査役会等運営の評
価を受けること、独立社外監査役等を過半数とする工夫と意識改革を行うこと
が必要。

•より独立性と透明性を確保するため、監査役会等の議長（委員長）を独立社外
監査役等とする方法もある。

（２）経験・知見

•多様な経験等を踏まえた構成。特に社外監査役等の要件として、リスク抽出・
分析等の面で社内監査役等と異なる観点で貢献できる会計・法務等の専門家が
望ましい。

（３）財務・会計の知見

•監査役等は財務と会計の知見が必要。会計監査人との情報の共有化とより深い
議論は、両者間で一定の緊張感を保ち監査の品質と透明性の向上に繋がる。知
見者としては財務・会計等の業務経験者や公認会計士が考えられるが、前者は
経営全体、財務状況の把握分析ができ且つ会計監査人監査について知見がある
者が望ましい。
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（４）監査役等の監査担当役員と常勤の必要性

•会計不正の防止には時宜を得た事業と会計上のリスク抽出と分析を的確に行う
常勤監査役等の存在が不可欠。常勤者設置の義務のない指名委員会等設置会社
や監査等委員会設置会社においても常勤の監査委員、監査等委員を置くべきで
ある。

２）監査役会における情報の収集と共有

•重要社内会議への出席と往査・監査役等補助者の活用・監査関連部署との連
携・監査役等議長（委員長）の収集情報の監査役等への定期的フィ－ドバック
など。

３）会計不正防止のための三様監査（監査役と内部監査部門・監査役と会計監査
人・会計監査人と内部監査部門）は不可欠。

４）監査役と会計監査人との連携
（１）会計監査人との協議・情報交換

•特に会計監査人とのリスク情報の共有は最優先事項。監査計画時・期中・期末
時点はもとより、懸念がある場合は随時共有化をはかり意見交換を行うべき。

•会計監査人より、監査計画の説明、監査方法、新たな会計基準、監査過程での
執行側との議論項目、グル－プ会社監査結果等につき説明を受け議論を深め
る。

（２）監査の実効性

•監査全体の実効性向上ための会計監査人の会社監査体制（経理業務遂行能力
等）に対する評価を把握。

•会計監査人監査の実効性向上のため監査環境の整備（会計情報開示、ＣＥＯ・
ＣＦＯ含む重要役職員との面談用意など）の実施。

（３）会計監査人の評価

•評価に際しては、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実
務指針」（平成２７年１１月１０日、日本監査役協会）を基本に有効性を評価
すべきである。

•但し監査法人及び監査チ－ムの品質管理体制については監査法人内部の事柄で
監査人等として把握が難しい面があり、日本公認会計士協会が行う品質管理レ
ビュ－の改善勧告事項等が参考となる。

•監査人等としては執行部門及び内部監査部門からの意見聴取を行うとともに、
グル－プ監査における評価に際しては子会社からの意見聴取も重要。

５）会計監査人と内部監査部門との連携

•情報交換はもとより両者の役割分担を明確にして効率のよい監査を進めるべき
である。（特に内部統制監査においては）。会計監査人監査に加え、会社業務
に精通した者が関与することにより監査品質の向上が期待される。
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６）グル－プ監査
（１）親会社監査役等による子会社監査担当役員との連携

•企業グル－プにおいて統制環境が整備されているか中心の監査
•子会社において規模や業態に応じた監査体制が整備されているかの確認
•グル－プ間夫々の三様監査間の連携を含めたグル－プ監査体制の構築
•監査役等がいない子会社では取締役会で監査担当取締役を選任し、当該取締役
を通じて子会社の監査体制の確認と連携を行う。
（２）主要子会社及びリスクの実態把握が難しい子会社への対応
•リスクアプロ－チの観点で、親会社への影響度が大きい子会社、本業とは異な
る事業を営む子会社、Ｍ＆Ａで取得した子会社等リスク実態の把握が困難な子
会社については、１）親会社管理部門との連携　２）各社のガバナンスと監査
体制の整備状況の把握　３）定期的な子会社監査役等との面談や報告受領　
４）子会社の三様監査の連携状況の把握等に留意の要がある。

（３）海外子会社

•親会社会計監査人との連携はグル－プ監査の要で、親会社会計監査人のメンバ
－ファ－ムを子会社監査人として配置することが望ましい。

•親会社監査役等は、親会社会社監査人から子会社監査人と子会社監査担当役員
との連携状況や監査途上で議論となった主要項目などについて定期報告を受け
るべき。

•メンバ－ファ－ム以外の監査法人を起用する場合は、親会社会計監査人に子会
社監査人による監査内容の評価を求めたり、親会社監査役等や親会社会計監査
人による子会社訪問で子会社監査人の評価を行うことが必要。

７）監査役会等の評価

•監査役等、監査役会等の活動評価の導入については必要なしと考えている会社
が多いが、監査の質的向上をはかるためには、監査役会等による自己評価は必
要である。また監査役会等運営の客観性、透明性の観点からより客観性の高い
社外監査役等からの意見聴取も望ましい。なお「監査役等と内部監査部門との
連携ついて」の提言は補足資料１１にて詳述。

2. 監査法人のガバナンス・コ－ド
金融庁は２０１６年１２月１５日に「監査法人の組織的な運営に関する原則」
（監査法人のガバナンス・コ－ド）案を公表。
５原則から成り、適用にはコンプライ・オア・エクスプレインの手法が想定さ
れている。２０１７年４月よりの実施を予定。

本セミナ－には６０名の方が参加された。講演内容は、簡潔・明瞭・具体的で活発
な質疑応答も行われ、大変好評であった。

以上  
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